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             入院のご案内       

                   

住所 

〒015-8666 

秋田県由利本荘市石脇字田尻３３番地 

TEL 0184-22-1604 

 

〇 入院形態のご紹介 

 

任意入院 医師が診察の結果、入院の必要性があると判断し、診察を受けたご本人が入院治

療に同意した場合に成立する入院です 

 

医療保護入院 医師（精神保健指定医）が診察の結果、入院の必要性があると判断したもの

の、診察を受けたご本人の精神症状等により、入院治療に対して同意をしていただけない場

合、ご本人に代わってご家族等が入院治療の必要性を理解し同意することにより成立する入

院です。 

〇 入院病棟の特色 

 

当院には 4つの病棟があり、病状などにより医師の判断で入院される病棟は異なります。 

任意入院は開放病棟が基本となりますが、病状や患者さんの希望により閉鎖病棟で治療され

ることもあります。 

・閉鎖病棟 第 1・2病棟  終日出入口が施錠され閉鎖されております。 

・開放病棟 第 3・5病棟  午前 9時～午後 5時の間、出入は自由にできます。 

          （病院の安全管理上 午後 5時～午前 9時までは施錠となります。） 

 

〇 入院の手続 

 

入院当日ご持参いただくもの 

・印鑑（シャチハタ不可）・健康保険証・各種医療券等・診察券 

・入院にご同意いただく家族等の本人確認のための書類 

 （免許証、健康保険証、年金手帳・公の機関が発行した証明書等） 

特定医療法人荘和会 

菅原病院 
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〇 入院の準備 

 

入院時にお持ちになる物 一般的なもの 

 当院ではご家族の負担軽減、感染防止対策等を目的として、「日常生活用品の自己管理が

難しい方、おむつを使用している等の方」には専門業者による日用品生活用品のレンタルを

ご利用いただいております。 

詳しくは病棟職員にお尋ねください。 

ご自分で管理できる方は下記の準備をお願いします 

□ 洗面用具一式：洗面器・歯ブラシ・歯磨き粉・ボディーソープ・シャンプー 

□ コップ：プラスチック製のもの ２個（お茶用・歯磨き用） 

□ タオル：浴用タオル 5枚・バスタオル 2枚 

□ 履き物：室内履き １足 

  ※滑りにくく、音のしないもので靴は紐のないものをお願いします。 

□ 衣類：普段着 上下 5組・下着 上下 5組 靴下 

  ※ベルト・紐付きの上着、ズボンは避けて下さい。 

□ 衣装ケース：引き出し式のもの 

  ※詳しくは職員からお聞き下さい。 

□ 電気カミソリ（男性）：充電もしくは電池式のもの 

  ※コード式電気カミソリの使用はご遠慮下さい。 

お持込できない物（お互いの入院生活に支障をきたさないため） 

  ・貴重品（多額の現金・預金通帳・印鑑・貴金属・銀行カード・免許証・その他） 

   ※万が一、紛失されましても当院では責任を負いかねます。 

  ・携帯テレビ・ガラス類・ライター・マッチ・ハサミ・ナイフ・カミソリ・針など 

  ※ 所持する患者さんご本人が自己管理できても、他の患者さんが誤って使用し事故に 

  つながる恐れがありますので、上記のものの持ち込みは固くお断りいたしております。 

  ・看護室で預かりする物 

   ライター・マッチ・爪切り・電気カミソリ等 

  ※ 病棟内の安全管理のため、入院時や外出・外泊からの帰院時にはお荷物の中身を確 

   認させていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

その他 

 ・CD/ラジカセ・ドライヤー・などの電化製品は、病状によって使用をご遠慮いただく 

  ことがあります。 

 ・メガネ・入れ歯・補聴器・杖・時計・指輪などは、場合によっては預かることがあ 

  ります。 ※自己管理された場合、紛失されましても当院では責任を負いかねます。 

 ・食中毒防止、窒息事故防止のため、常温管理できないものや、餅類などは決して持ち 

  込まないようお願いいたします。 

 ・他の病院・医院より処方されている薬剤、常用している市販薬は、すべてご持参の上 

  主治医と相談してください。 

 ・持参されたものには、必ずお名前（フルネーム）を記入下さい。 
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〇 面会及び、注意していただく事項 

 

・面会時間   午前 9時から午後 8時 

・病棟入口にて、病棟名のインターフォンを押して「患者さんの氏名と面会者のご関係」 

 を伝えて下さい。 

・面会時に持参されたものについては危険物の持ち込みがないか職員が確認いたします。 

・病状等により、主治医より面会を制限することがありますのでご了承下さい。 

・やむを得ない事情がある場合、上記以外でもご面会できますが前もってご連絡下さい。 

・食料品の差し入れについては、食事制限をされている患者さんもおりますので職員が 

 確認をいたします。 

・その他飲酒下での面会はご遠慮願います。 

・面会は患者さんの励みとなり、治療効果を高めることにもなります。面会がしばらくな 

 い患者さんのご家族等に面会の依頼をさせていただく場合もあります。 

 

〇 入院中の生活 

 

外泊・外出 

任意入院の方は申し出により外出泊は自由ですが、無断での外出等は患者さんの安全確保の

ため、控えていただきます。希望による外出泊は病状等もありますので、申込書に記入して

事前にご相談下さい。 

食事 

当院は管理栄養士のもと入院時食事療法（I）の届け出を行っております。 

時間帯は朝食午前７時 20分～、昼食午後 12時 00分～、夕食午後 6時～となります。 

病院でお出しする以外の食べ物、飲み物については主治医や職員にご相談下さい。 

入浴 

各病棟に浴場が設備されています。週 2回の入浴となりますが盆正月など長期休日の際は回

数が減る場合がありますことをご了承下さい。 

電話 

各病棟に公衆電話ボックスが設置されています。ご自由に使用できますが、早朝・深夜のご

使用は、他の患者さんのご迷惑にならないようご配慮願います。 

・携帯電話の使用は制限させて頂きます。 

・持ち込まれた場合はご家族に持ち帰っていただくか、看護室でお預かりいたします。 

 但し病状などにより、主治医の許可がある方に限り、指定された場所・時間での使用が 

 可能となる場合があります。 

・使用可能の場合でも、個人情報保護に基づきカメラ機能・録音機能の使用は固くお断 

 りします。午後 9時から午前 9時の間は一切ご使用出来ませんのでご了承ください。 

郵便 

入院中も郵便を出したり、受け取ったりする事は自由にできます。 

郵便を出される方は、切手を貼り職員に投函するようご依頼下さい。 
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宅配便 

宅配便の着払い指定はご遠慮下さい。 

※患者様にお渡しする際、職員立会いのもと患者さん自身で荷物を開封のうえ、危険物やお

持ち込みできないものがないかを確認させていただきます。 

売店の利用 

利用時間   午前 10時～午前 12時   午後 2時～午後 3時 30分  

休み     土日祝祭日 

開放病棟に入院されている患者さんはご自由に売店をご利用下さい。 

閉鎖病棟に入院されている患者さんは、職員の付添いか、職員が代理で必要品物の購入を行

っています。なお、食料品・タバコについては健康上の理由または、小遣い銭管理上、購入

をご遠慮願う場合があります。 

また、患者さん同士の金品の貸し借り、日用品の売買は禁止しています。 

喫煙 

指定された場所・時間を厳守してください。 

洗濯 

自宅で洗濯をされる場合ご家族様に、数日おきに来院いただき出来上がりの洗濯物と交換を

お願いいたします。 

洗濯を委託する場合 

秋田基準寝具への委託となります。 

理髪 

毎週火・木曜日、院内の理髪室へ患者さんを誘導もしくは理容師が病棟に出向きます。 

家族背景 

・患者さんやご家族の住所、連絡先（請求先）、保険の種類等の変更や保証人の死亡、健康 

 状態の悪化等がありましたら、すみやかに入院病棟の看護職員か担当精神保健福祉士に 

 連絡をお願いします。 

他科受診 

・入院中、体調の変化によっては当院以外での医療機関において診察・検査など他科受診 

 の必要となる場合があります。 

・病状によって、または急を要する場合には職員が付き添いますが、送迎・付き添い 

 は原則としてご家族にお願い致しております。 

病院の施設・設備 

公共の物となりますので丁寧にお取り扱いをお願いします。万が一破損された場合は原則と

して、修理等の費用をご負担願います。 

緊急時の対応 

地震や火災等の災害時には、職員が皆様を安全な場所へ誘導しますので、「あわてずに」「落

ち着いて」その指示を待ち、行動して下さい 。   
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〇 退院について 

 

 退院については主治医とご相談ください。 

 各病棟に精神保健福祉士がおりますので、退院後の生活環境等、お気軽にご相談下さい。 

〇 入院費について 

 

入院費等のお支払いについて 

月に 1回のご請求となり、翌月の 10日以降に請求書をお渡しまたはご郵送させていただき

ます。請求には入院中購入した日用品代や洗濯代・理髪代等も含まれます。 

尚、退院日当日の請求書発行はいたしておりません。 

支払い方法は次の通りになります。 

窓口にて現金でのお支払い 

○平日  ・午前 8時 30分～午後 5時 

     外来会計窓口にてお支払い 

○時間外 ・午後 5時～午後 8時まで 

     ・土曜日午後 12時 15分以降 （第 2・第 4以外）  

     ・第 2・第 4土曜日・日曜祝祭日、その他休診日 

時間外窓口にてお支払い 

 請求書をご持参の上、お釣りがないようにご協力お願いします。 

現金書留でのお支払い 

 患者さんのお名前でお釣りがないように病院宛にてご送付ください。 

金融機関でのお振込み 

 患者さんのお名前でお釣りがないように下記口座へお振込みください。 

 ※振込された方のお名前ですとこちらで確認できない場合があります。 

 振込手数料はご負担お願いします。 

 ①秋田銀行本荘支店    （普）362042 

 ②北都銀行本荘支店    （普）005034 

 ③羽後信用金庫石脇支店  （普）010436 

   口座名義（①②③共通） 

   イリョウホウジンショウワカイ リジチョウ スガワラカズヒロ 

     医療法人荘和会     理事長   菅原和弘 

 ④ゆうちょ銀行  口座記号番号  02270-6-136988 

          口座名称    医療法人荘和会 又は イ）ショウワカイ 

 

〇個別通帳管理 

患者さん本人が管理できない、ご家族が近くにいないなどの理由で金銭管理を病院が代理で

行う場合があります。患者さん個人で通帳を作っていただき、病院で通帳と印鑑を管理する

方法です。日常生活で必要な金額を預けて頂きます。 

 

 

  ※ 分からないことがありましたら、御遠慮なく病棟職員にお伺い下さい。 


